
   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例 

 

平成 27年８月２日 

京都地方税機構条例第１号 

 

（特定個人情報ファイルの取扱いについての意見の聴取） 

第１条 広域連合長は、特定個人情報保護評価に関する規則（平成 26年特定個人情報保護委 

員会規則第１号）第７条第５項の規定により、評価書を特定個人情報保護委員会に提出し よ

うとするときは、あらかじめ、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い に

ついて京都地方税機構情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）の意 見

を聴かなければならない。 

２ 前項の場合における京都地方税機構情報公開・個人情報保護審査会条例（平成 21年京都

地方税機構条例第６号。以下「審査会条例」という。）の規定の適用については、審査会

条例第２条第１項   中「事項」とあるのは「事項及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（平成 27 年京都地方税機構条例第１

号。以下「法施行条例」という。）第１条第１項に規定する事項」と、審査会条例第６条

第１項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「事項」とあるのは「事項及び法

施行条例第１条第１項の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項」と、審査会条

例第９条中「個人情報保護法施行条例の規定に基づく実施機関（個人情報保護法施行条例

第１条第２項に規定する実施機関をいう。以下この条及び第 12条第１項において同じ。）

からの諮問又は報告に係る」とあるのは「法施行条例第１条第２項の規定により読み替え

て適用する第１条第 1項の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項の」と、「実

施機関の」とあるのは「京都地方税機構の」と、審査会条例第 33条中「委員が、第６条第

１項」とあるのは「委員及び専門委員が、法施行条例第１条第２項の規定により読み替え

て適用する第６条第１項」とし、審査会条例第２条第２項の規定は、適用しない。 

３ 第１項の場合において、専門の事項を審査会に調査させるため必要があるときは、審査 

会条例第３条の規定にかかわらず、審査会に専門委員を置くことができる。 

４ 専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、広域連合長が任

命する。 

 

（規則への委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で 

定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成 27年 10月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成 28年１月 

１日から施行する。 

 

   附 則（平成 28年条例第２号） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



    附 則（令和５年条例第２号） 

  この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

   

 附 則（令和５年条例第４号） 

  この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


